
広報のしろ  5.5.10広報のしろ  5.5.10 1414

皆
さ
ん
の
声
を
お
聴
か
せ
く
だ
さ
い

市
長
へ
の
手
紙
・
市
民
の
皆
さ
ん
と
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

５
月
12
日
は
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日
で
す

民
生
委
員・児
童
委
員
へ
ご
相
談
を

　

市
で
は
、
広
く
市
民
の
皆
さ
ん

の
声
を
聴
き
、
市
政
へ
反
映
さ
せ

る
た
め
、
市
長
へ
の
手
紙
、
市
民

の
皆
さ
ん
と
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を

行
っ
て
い
ま
す
。

市
長
へ
の
手
紙

　

市
長
が
直
接
拝
見

し
、担
当
部
署
へ
伝
え
、

調
査・検
討
し
、回
答
し
ま
す
。

郵
送　
専
用
用
紙
は
次
の
ペ
ー
ジ

か
ら
切
り
取
っ
て
使
用
で
き
ま

す
。
ま
た
、
本
庁
舎
行
政
情
報

コ
ー
ナ
ー
、
二
ツ
井
町
庁
舎
市

民
フ
ロ
ア
、
各
地
域
セ
ン
タ
ー

な
ど
に
も
備
え
て
い
ま
す
。
切

手
の
貼
付
は
不
要
で
す
。
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フ
ァ
ク
ス　
　
　

89
・
１
２
０
０

提
出
の
際
の
注
意
点

•
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
年

齢
・
性
別
・
職
業
・
回
答
希
望

の
有
無
・
公
表
の
可
否
な
ど
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

•
匿
名
・
特
定
の
個
人
や
団
体
に

対
す
る
誹
謗
中
傷
に
は
回
答
で

き
ま
せ
ん
。

•
広
く
市
民
の
皆
さ
ん
に
お
知
ら

せ
し
た
い
内
容
は
、
氏
名
な
ど

を
公
表
せ
ず
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
で
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ

く
場
合
が
あ
り
ま
す
（
公
表
は

ご
本
人
が
承
諾
し
て
い
る
も
の

に
つ
い
て
行
い
ま
す
）
。

•
い
た
だ
い
た
個
人
情
報
や
問
合

せ
の
内
容
は
、
目
的
外
に
使
用

し
ま
せ
ん
。

市
民
の
皆
さ
ん
と
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

　

能
代
の
ま
ち
づ
く

り
な
ど
に
つ
い
て
、

市
長
と
気
軽
に
話
し

合
う
場
で
す
。
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
、

対
面
の
ほ
か
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も

行
い
ま
す
。

　

申
し
込
み
は
、
団
体
、
グ
ル
ー

プ
単
位
（
職
場
、
サ
ー
ク
ル
の
仲

間
な
ど
）
で
お
願
い
し
ま
す
。

※

自
治
会
、
町
内
会
要
望
な
ど
は
ご

遠
慮
く
だ
さ
い
。

日
程　
調
整
の
う
え
決
定

時
間　
１
時
間
程
度

場
所　
市
役
所
本
庁
舎
、
二
ツ
井

町
庁
舎
、
各
地
域
セ
ン
タ
ー

※

場
所
を
提
供
し
て
い
た
だ
け
る
場

合
は
地
域
の
集
会
所
な
ど
で
も

開
催
し
ま
す
。

※

オ
ン
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
の
詳
細
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

　

地
域
情
報
課
☎
89
・
２
１
４
７

よ
う
に
し
て

い
ま
す
。
ま

た
、
各
地
区

に
は
児
童
福

祉
を
専
門
に

担
当
す
る

「
主
任
児
童

委
員
」
も
い

ま
す
。

　

な
お
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員

は
、
具
体
的
な
生
活
支
援
や
金
銭

の
取
り
扱
い
を
伴
う
支
援
を
行
う

立
場
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

　

お
困
り
の
こ
と
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
遠
慮
な
く
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

法
律
に
よ
り
守
秘
義
務
が
あ
り
、

個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
相
談
内

容
が
他
の
人
に
伝
わ
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
お
住
ま
い
の
地
区
の

民
生
委
員
が
分
か
ら
な
い
場
合
は
、

自
治
会
長
や
市
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
合
せ

　

福
祉
課　
　

☎
89
・
２
１
５
２

　

地
域
局
市
民
福
祉
課

　
　
　
　
　
　

☎
73
・
５
５
０
０

●
民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
は

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
地

域
の
身
近
な
相
談
相
手
と
し
て
、

担
当
す
る
区
域
で
皆
さ
ん
の
生
活

上
の
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。
市

民
の
皆
さ
ん
と
市
役
所
や
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
社
会
福
祉
協

議
会
な
ど
を
つ
な
ぐ
「
つ
な
ぎ

役
」
で
あ
り
、
児
童
・
高
齢
者
・

障
が
い
者
・
ひ
と
り
親
世
帯
な
ど

の
見
守
り
や
安
否
確
認
の
役
割
も

担
っ
て
い
ま
す
。

　

民
生
委
員
は
、
厚
生
労
働
大
臣

か
ら
委
嘱
さ
れ
た
非
常
勤
の
地
方

公
務
員
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し

て
活
動
し
て
い
ま
す
。
児
童
福
祉

法
に
よ
り
児
童
委
員
も
兼
ね
て
い

ま
す
。

●
活
動
エ
リ
ア
と
内
容

　

能
代
市
を
西
、
北
、
南
、
榊
、

東
雲
、
檜
山
、
浅
内
、
鶴
形
、
常

盤
、
二
ツ
井
の
10
地
区
に
分
け
、

現
在
１
６
６
人
が
活
動
し
て
い
ま

す
。
相
談
や
見
守
り
活
動
の
ほ
か
、

地
区
ご
と
に
定
例
会
を
開
催
し
、

情
報
交
換
や
活
動
内
容
の
報
告
、

研
修
会
へ
の
参
加
な
ど
に
よ
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
事
例
に
対
応
で
き
る




